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鞄
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
の
普
及

　
日
光
市
に
お
け
る
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
の
普

及
は
、
昭
和
　
年
、
栃
木
県
で
開
催
さ
れ

５５

た
第
　
回
国
民
体
育
大
会
の
ホ
ッ
ケ
ー
競

３３

技
会
場
が
、
旧
今
市
市
に
決
定
さ
れ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
後
、
小
学
生

か
ら
一
般
の
方
に
至
る
ま
で
強
化
・
普
及

が
図
ら
れ
、
各
種
全
国
大
会
で
優
勝
す
る

な
ど
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
き
ま
し
た
。

今
で
は
、
栃
木
県
の
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
力
の

向
上
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
当
市
か
ら
、
ア
テ
ネ
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
２
０
０
４
に
２
名
、
北
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
２
０
０
８
に
１
名
が
、
女
子
ホ
ッ

ケ
ー
の
代
表
チ
ー
ム
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

鞄
ホ
ッ
ケ
ー
場
の
整
備

　
現
在
、
主
要
大
会
の
ほ
と
ん
ど
が
人
工

芝
で
実
施
さ
れ
て
い
て
、
競
技
力
の
向
上

に
は
、
施
設
整
備
の
充
実
が
必
要
不
可
欠

で
す
。
し
か
し
、「
ホ
ッ
ケ
ー
の
ま
ち
」

と
し
て
知
ら
れ
る
当
市
に
は
、
市
営
の

ホ
ッ
ケ
ー
専
用
競
技
場
が
な
く
、
唯
一
人

工
芝
競
技
場
が
あ
る
今
市
青
少
年
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー（
県
体
育
協
会
が
運
営
）も
１

面
の
た
め
、
利
用
者
の
調
整
な
ど
に
苦
労

し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
競
技
者
か
ら
の
強
い

要
望
も
あ
り
、
平
成
　
年
度
に
実
施
設
計
、

２１

平
成
　
年
度
か
ら
　
年
度
に
か
け
て
整
備

２２

２３

工
事
を
進
め
、
今
回
の
オ
ー
プ
ン
を
迎
え

ま
す
。

　
今
後
は
、
既
存
の
人
工
芝
競
技
場
と
市

営
ホ
ッ
ケ
ー
場
に
よ
り
、
競
技
力
の
向
上

や
セ
ン
タ
ー
施
設
の
有
効
利
用
、
県
外
か

ら
の
合
宿
、
全
国
規
模
の
大
会
誘
致
な
ど

多
く
の
利
用
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

オープンに向け整備が進められています。

ホッケーホッケー場場が
　オープオープンンします

市営

　
８
月
１
日（
月
）、
市
営
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
専
用
人
工
芝
コ
ー
ト
「
日

光
市
ホ
ッ
ケ
ー
場
」
が
、
今
市
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
内
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
今
回
は
施
設
の
概
要
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　く
わ
し
く
は
　ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
　
緯（
　
）５
１
８
３

２１

恭利用受付開始恭

日時　７月１日（金）　午前８時３０分から

場所　スポーツ振興課

噛施設概要噛

恭グラウンド

　ウオーターベース人工芝８，８９２㎡（１１人制

コート１面、６人制コート４面）、散水設備、

夜間照明４基、管理棟１棟、簡易スタンド２

基

恭利用時間　午前８時３０分～午後９時

※夜間照明…午後６時３０分～午後９時

恭使用料　　グラウンド１面（１時間につき）

焔市内高校生６００円

焔市内大学生・一般９００円　

※市内中学生以下は無料

※夜間照明１面（１時間につき）２，０００円

恭利用受付　利用する日の前月の１日から

※１日が土曜・日曜日、祝日のときは、その

　月最初の平日から

※受付時間…午前８時３０分～午後５時１５分

２０１１年 6月 号５
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成
年
後
見
制
度度度度度度度度度度度度度度度

　
成
年
後
見
制
度
に
は
、
家
庭
裁
判
所
が

判
断
能
力
の
不
十
分
な
方
の
後
見
人
を
選

任
す
る
「
法
定
後
見
」
と
、
本
人
が
将
来

の
判
断
能
力
低
下
に
備
え
て
、
誰
に
、
ど

の
よ
う
な
支
援
を
し
て
も
ら
う
か
を
あ
ら

か
じ
め
契
約
に
よ
り
決
め
て
お
く
「
任
意

後
見
」
が
あ
り
ま
す
。

椛
法
定
後
見
制
度
 

　
法
定
後
見
制
度
は
、
 後
  見
 ・

こ
う
 け
ん

 保
  佐
 ・

ほ
 
さ

 補
 
ほ

 助
 の
３
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
判
断
能
力

じ
ょの

程
度
な
ど
、
本
人
の
事
情
に
応
じ
て
制

度
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

焔
後
見
…
判
断
能
力
が
欠
け
て
い
る
状
態

　
　
　
　
の
方
が
対
象

焔
保
佐
…
判
断
能
力
が
著
し
く
不
十
分
な

　
　
　
　
方
が
対
象

焔
補
助
…
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
が
対

　
　
　
　
象

　
成
年
後
見
人
や
保
佐
人
、
補
助
人
は
、

本
人
の
利
益
を
考
慮
し
、
本
人
に
代
わ
っ

て
契
約
な
ど
の
法
律
行
為
や
、
本
人
の
同

意
し
て
い
な
い
不
利
益
な
法
律
行
為
の
取

り
消
し
、
財
産
管
理
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
制
度
の
申
し
立
て
は
、
本

人
や
配
偶
者
、
４
親
等
以
内
の
親
族
の
他
、

本
人
に
身
寄
り
が
な
い
場
合
な
ど
は
、
市

町
村
長
に
も
権
利
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

況
財
産
管
理
の
例
 

焔
親
が
死
亡
し
た
知
的
障
が
い
者
が
、
相

　
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
た
め

の
手
続
き
や
必
要
な
書
類
な
ど
、
あ

ら
か
じ
め
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
く
わ
し
く

は
、
左
記
に
お

問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

市
の
相
談
窓
口

高
齢
福
祉
課
　高
齢
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
緯（
　
）５
１
０
０

２１

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
緯（
　
）２
１
３
７

２１

生
活
福
祉
課
　障
が
い
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
緯（
　
）５
１
７
４

２１

民
間
専
門
相
談
機
関

公
益
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
ち
ぎ

支
部
　
　
緯
０
２
８（
　
）９
４
２
０

６３２

椛
任
意
後
見
制
度
 

　
任
意
後
見
制
度
は
、
本
人
に
十
分
な
判

断
能
力
が
あ
る
う
ち
に
、
将
来
、
判
断
能

力
が
不
十
分
な
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
備

え
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
が
選
ん
だ
代
理

人（
任
意
後
見
人
）に
、
自
分
の
生
活
や
財

産
管
理
な
ど
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
代

理
権
を
与
え
る
契
約（
任
意
後
見
契
約
）を
、

公
証
人
の
作
成
す
る
公
正
証
書
に
よ
っ
て

結
ん
で
お
く
も
の
で
す
。

　
任
意
後
見
人
は
、
将
来
、
本
人
の
判
断

能
力
が
低
下
し
た
際
に
、
家
庭
裁
判
所
が

選
任
す
る
任
意
後
見
監
督
人
の
監
督
の
も

と
、
任
意
後
見
契
約
に
基
づ
い
て
本
人
に

代
わ
っ
て
契
約
な
ど
を
行
い
ま
す
。

ご

存

じ

で

す

か

？

　
こ
ん
な
と
き
に
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
法
定
後
見
制
度
と
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
任
意
後
見
制
度

　
続
や
預
貯
金
の
管
理
に
困
っ
て
い
る
。 

焔
認
知
症
高
齢
者
の
預
貯
金
を
親
族
が
勝

　
手
に
使
っ
て
し
ま
う
。
 

焔
認
知
症
で
、
訪
問
販
売
な
ど
の
悪
徳
商

　
法
の
被
害
に
繰
り
返
し
遭
っ
て
し
ま
う
。

　況
介
護
に
関
す
る
契
約
な
ど
の
例
 

焔
認
知
症
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
で
、

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
が
必
要
で

　
あ
る
。
 

　
成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症

や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い

な
ど
に
よ
っ
て
物
事
を
判
断
す

る
能
力
が
不
十
分
な
方
に
対
し

て
、
代
理
権
な
ど
を
与
え
ら
れ

た
後
見
人
が
、
本
人
の
意
思
を

尊
重
し
つ
つ
、
本
人
の
心
身
の

状
態
や
生
活
状
況
を
考
慮
し
な

が
ら
、
本
人
を
保
護
し
、
支
援

す
る
制
度
で
す
。


